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条 例

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 （ 同 条

第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で 並 び に 第 十 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二

十 六 条 の 五 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 （ 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 ）

第 二 条 任 命 権 者 は 、 職 員 （ 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 を い う 。 ） が 申 請 し た 場 合 に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障

が な い と 認 め る と き は 、 当 該 申 請 を し た 職 員 の 勤 務 成 績 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し た 上 で 、 当 該 職 員 が 、 配 偶 者 同 行 休 業 を す

る こ と を 承 認 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 申 請 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し よ う と す る 期 間 の 初 日 及 び 末 日 並 び に 当 該 職 員 の 配 偶 者 （ 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項

に 規 定 す る 配 偶 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 期 間 中 外 国 に 住 所 又 は 居 所 を 定 め て 滞 在 す る 事 由 を 明 ら か に し て し な け れ ば

な ら な い 。

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 ）

第 三 条 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 期 間 は 、 三 年 を 超 え な い 範 囲 内 の 期 間 と す る 。

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 対 象 と な る 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在 す る 事 由 ）

第 四 条 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 事 由 は 、 次 に 掲 げ る 事 由 （ 六 月 以 上 に わ た り 継 続 す る こ と が 見 込

ま れ る も の に 限 る 。 第 六 条 第 一 号 に お い て 「 配 偶 者 外 国 滞 在 事 由 」 と い う 。 ） と す る 。

一 外 国 で の 勤 務
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二 事 業 を 経 営 す る こ と そ の 他 の 個 人 が 業 と し て 行 う 活 動 で あ っ て 外 国 に お い て 行 う も の

三 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に よ る 大 学 に 相 当 す る 外 国 の 大 学 （ こ れ に 準 ず る 教 育 施 設 を 含 む 。 ） で

あ っ て 外 国 に 所 在 す る も の に お け る 修 学 （ 前 二 号 に 掲 げ る も の に 該 当 す る も の を 除 く 。 ）

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 こ れ ら に 準 ず る 事 由 と し て 管 理 者 が 定 め る も の

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 ）

第 五 条 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 は 、 当 該 配 偶 者 同 行 休 業 を 開 始 し た 日 か ら 引 き 続 き 配 偶 者 同 行 休 業 を し よ う と す る

期 間 が 第 三 条 に 規 定 す る 期 間 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 、 延 長 を し よ う と す る 期 間 の 末 日 を 明 ら か に し て 、 任 命 権 者 に 対

し 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 を 申 請 す る こ と が で き る 。

２ 法 第 二 十 六 条 の 六 第 三 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 国 家 公 務 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十

五 年 法 律 第 七 十 八 号 ） 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 人 事 院 規 則 で 定 め る 特 別 の 事 情 を 基 準 と し て 管 理 者 が 定 め る 。

３ 第 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認 に つ い て 準 用 す る 。

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 取 消 事 由 ）

第 六 条 法 第 二 十 六 条 の 六 第 六 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 事 由 は 、 次 に 掲 げ る 事 由 と す る 。

一 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在 し な い こ と と な り 、 又 は 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在 す る 事 由 が 配 偶 者 外 国 滞 在 事 由 に 該 当 し な い こ と と

な っ た こ と 。

二 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 が 、 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号 ） 第

十 四 条 第 二 号 の 規 定 に よ り 特 別 休 暇 を 受 け る こ と と な っ た こ と 。

三 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 が 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 二 条 の 規 定 に

よ り 育 児 休 業 を 取 得 す る こ と と な っ た こ と 。

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 管 理 者 が 定 め る 事 由 に 該 当 す る こ と 。

（ 配 偶 者 同 行 休 業 に 伴 う 任 期 付 採 用 及 び 臨 時 的 任 用 ）

第 七 条 任 命 権 者 は 、 第 二 条 第 一 項 又 は 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 期 間 （ 以 下 「 申

請 期 間 」 と い う 。 ） に つ い て 職 員 の 配 置 換 え そ の 他 の 方 法 に よ っ て 当 該 申 請 を し た 職 員 の 業 務 を 処 理 す る こ と が 困 難 で あ る

と 認 め る と き は 、 当 該 業 務 を 処 理 す る た め 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 任 用 の い ず れ か を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 二 号 に 掲 げ る 任 用 は 、 申 請 期 間 に つ い て 一 年 を 超 え て 行 う こ と が で き な い 。

一 申 請 期 間 を 任 用 の 期 間 （ 以 下 「 任 期 」 と い う 。 ） の 限 度 と し て 行 う 任 期 を 定 め た 採 用

二 申 請 期 間 を 任 期 の 限 度 と し て 行 う 臨 時 的 任 用

２ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 職 員 を 採 用 す る 場 合 に は 、 当 該 職 員 に そ の 任 期 を 明 示 し な け れ ば な ら な い 。

３ 任 命 権 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 採 用 職 員 」 と い う 。 ） の 任 期 が 申 請 期 間 に

満 た な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 申 請 期 間 の 範 囲 内 に お い て 、 そ の 任 期 を 更 新 す る こ と が で き る 。

４ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 任 期 付 採 用 職 員 の 任 期 を 更 新 す る 場 合 に は 、 当 該 職 員 に そ の 任 期 を 明 示 す る と と も に 、

あ ら か じ め 当 該 職 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 八 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

２ 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 配 偶

者 同 行 休 業 を し て い る 者

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

３ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 中 「 停 職 」 の 下 に 「 、 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号 ）

の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業 （ 以 下 「 配 偶 者 同 行 休 業 」 と い う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 七 条 第 四 項 第 二 号 中 「 専 従 休 職 」 の 下 に 「 又 は 配 偶 者 同 行 休 業 」 を 加 え る 。

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

４ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 を 第 二 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

一 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号 ） 第 七 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員

（ 名 古 屋 港 管 理 組 合 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

５ 名 古 屋 港 管 理 組 合 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 職 員 の 休 業 に 関 す る 状 況
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名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 一 号

名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 （ 平 成 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 中 第 二 十 七 号 を 第 二 十 八 号 と し 、 第 二 十 四 号 か ら 第 二 十 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 十 三 号 の 次 に 次 の 一 号

を 加 え る 。

二 十 四 名 古 屋 港 管 理 組 合 本 庁 舎 等 整 備 事 業 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と （ 港 営 部 港 営 課 及 び 建 設 部 総 合 開 発 室 の 主 管 に 属 す

る こ と を 除 く 。 ） 。

第 二 十 一 条 中 第 四 号 を 第 六 号 と し 、 第 三 号 を 第 五 号 と し 、 第 二 号 を 第 四 号 と し 、 第 一 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

二 中 川 運 河 再 生 計 画 に 関 す る こ と （ 他 部 及 び 室 並 び に 部 内 他 課 の 主 管 に 属 す る こ と を 除 く 。 ） 。

三 名 古 屋 港 管 理 組 合 本 庁 舎 等 整 備 事 業 に 係 る 旧 本 庁 舎 敷 地 活 用 事 業 及 び 旧 港 湾 会 館 敷 地 活 用 事 業 に 関 す る こ と （ 総 務 部

総 務 課 の 主 管 に 属 す る こ と を 除 く 。 ） 。

第 二 十 七 条 中 「 第 二 十 六 号 」 を 「 第 二 十 七 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 二 号

職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う 。 ） の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 取 消 事 由 ）

第 二 条 条 例 第 六 条 第 四 号 に 規 定 す る 管 理 者 が 定 め る 事 由 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 が 、 当 該 配 偶 者 同 行 休 業

を 開 始 す る 日 の 前 日 ま で に 、 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 成 績 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 総 務 部 長 が 定 め る 事 由 に 該 当

す る こ と と な っ た と き と す る 。

（ 届 出 ）

第 三 条 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 任 命 権 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

一 配 偶 者 が 死 亡 し た 場 合

二 配 偶 者 が 職 員 の 配 偶 者 で な く な っ た 場 合

三 配 偶 者 と 生 活 を 共 に し な く な っ た 場 合

四 条 例 第 六 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

２ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 四 第 二 号 中 「 限 る 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 配 偶 者 同 行 休 業 」 を 加 え る 。

（ 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

３ 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 二 中 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 を 第 二 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

一 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 （ 同 条 例 第 五 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

４ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 四 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 及 び 第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 届 出 ）

第 二 条 育 児 休 業 を し て い る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 任 命 権 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

一 育 児 休 業 に 係 る 子 が 死 亡 し た 場 合

二 育 児 休 業 に 係 る 子 が 職 員 の 子 で な く な っ た 場 合

三 育 児 休 業 に 係 る 子 を 養 育 し な く な っ た 場 合

２ 前 項 の 規 定 は 、 部 分 休 業 に つ い て 準 用 す る 。

第 三 条 削 除

第 三 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

χ 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 （ 同 条 例 第 五 条 第

規 則
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三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い た 期 間

名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号

名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 中 「 予 算 配 当 通 知 書 」 を 「 予 算 配 当 の 通 知 」 に 改 め る 。

第 二 十 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 事 後 調 定 ）

第 二 十 九 条 の 二 性 質 上 納 付 前 に 調 定 で き な い 歳 入 に つ い て は 、 収 入 命 令 者 は 、 会 計 管 理 者 か ら 収 納 の 通 知 を 受 け た 後 、 速

や か に 前 条 の 規 定 に 準 じ て 調 定 す る も の と す る 。

第 三 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 調 定 の 変 更 又 は 取 消 し ）

第 三 十 条 過 誤 そ の 他 の 理 由 に よ り 調 定 を 変 更 し 又 は 取 り 消 す と き は 、 直 ち に そ の 増 加 し 又 は 減 少 す る 金 額 に つ い て 調 定 を

し な け れ ば な ら な い 。

第 六 十 六 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 手 数 料 （ 前 金 を も つ て 支 払 を し な け れ ば 事 務 の 取 扱 い に 支 障 を 及 ぼ す よ う な も の に 限 る 。 ）

第 百 六 十 九 条 第 二 項 中 「 通 知 書 が 到 達 し た と き 」 を 「 通 知 の 日 」 に 改 め る 。

様 式 第 九 号 及 び 様 式 第 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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様式第９号（第２１条関係）

予算配当書

年 月 日

様 総務部長

会計 （単位：円）

金 額科 目 名
科目コード

細
節節事

業目項款
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様式第１０号（第２１条関係）

予算配当の通知

年 月 日

会計管理者 様 総務部長

会計 （単位：円）

金 額科 目 名
科目コード

細
節節事

業目項款
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様 式 第 十 一 号 中 「流用区分 」 を 「使用区分 」 に 改 め る 。

「 「

様 式 第 十 三 号 （ そ の 一 ） 中 を に 改 め る 。

」 」

様 式 第 十 三 号 の 二 を 様 式 第 十 三 号 の 二 （ そ の 一 ） と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

税 区 分 税 区 分予 算 区 分
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様式第１３号の２（その２）（第２９条関係）

内訳書

年度 調定番号
調定額調定番号

納入義務者相手方番号
郵便番号
住所
名称
摘要

調定額調定番号
納入義務者相手方番号

郵便番号
住所
名称
摘要

調定額調定番号
納入義務者相手方番号

郵便番号
住所
名称
摘要

調定額調定番号
納入義務者相手方番号

郵便番号
住所
名称
摘要

調定額調定番号
納入義務者相手方番号

郵便番号
住所
名称
摘要

調定額調定番号
納入義務者相手方番号

郵便番号
住所
名称
摘要

調定額調定番号
納入義務者相手方番号

郵便番号
住所
名称
摘要
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「 「

様 式 第 十 四 号 （ そ の 一 ） 中 「印 」 を 削 り 、 を に 改 め る 。

」 」

様 式 第 十 四 号 （ そ の 二 ） 中 「印 」 を 削 る 。

様 式 第 二 十 五 号 中 「一般会計 」 を 「会計 」 に 改 め る 。
「 「上段 ：月計

様 式 第 二 十 五 号 の 二 中 「一般会計 」 を 「会計 」 に 、 を に 改 め る 。

（単位 ：円 ） 」 下段 ：累計 （単位 ：円 ） 」

「

「 「

様 式 第 二 十 六 号 中 を に 、

」 」

「
を

」

に 改 め る 。

」

「

様 式 第 二 十 七 号 中 「税区分 」 を 「予算区分 」 に 、

「
を に 改

」 」

め る 。

「

様 式 第 二 十 七 号 の 二 中 「印 」 を 削 り 、 「税区分 」 を 「予算区分 」 に 、

税 区 分 税区分予算区分

税区分 税 区 分予 算 区 分

ド
種別

コード
款
項
目
節
細節

コード
収入種別
款
項
目
節
細節

コード
款
項
目
節
細節

コード
収入種別
款
項
目
節
細節

コー
収入
款
項
目
節
細節
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「
を

」

に 改 め る 。

」

様 式 第 二 十 八 号 の 二 中 「印 」 を 削 る 。

「

様 式 第 二 十 九 号 中 を
」

「

に 改 め る 。

」

「 「

様 式 第 三 十 号 及 び 様 式 第 三 十 二 号 中 を に 改 め る 。

」 」

「 「

様 式 第 三 十 三 号 （ そ の 一 ） 及 び 様 式 第 三 十 三 号 （ そ の 二 ） 中 を に 、

」 」

「 「
を に 改 め る 。

」 」

「 「

様 式 第 三 十 四 号 （ そ の 一 ） 中 を に 、

」 」

「
を に 改 め る 。

」 」

「 「

様 式 第 三 十 四 号 （ そ の 二 ） 中 を に 改 め る 。

」 」

様 式 第 三 十 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

コード
款
項
目
節
細節

予 算 執 行 状 況（節）

残 額支出負担行為済額予 算 配 当 額

円円円

残 額

円

税 区 分予算区分 予 算 区 分

事業主管予算主管 事業主管予算主管

債権者コード 債権者コード

債 権 者 コ ー ド

債 権 者 コ ー ド

事業主管予算主管 事業主管予算主管

事業主管予算主管 事業主管予算主管
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様式第３８号（第６１条、第６５条関係）

資金前渡金 支 払
旅 費 概 算 払 精算書
概 算 払

（ ）伝票番号

事 業 主 管予 算 主 管承認（命令）者

出 納 室会計管理者

決 議発 議

年 月 日年 月 日

伝票番号 号支払日 年 月 日原支払

差引残額精 算 額計今回受領額繰 越 額
円円円円円

予算区分事業主管予算主管会 計年 度

コード
款
項
目
事業
節
細節

予

算

科

目

金 額 円

精

算

人

摘 要

年 月 日
上記のとおり します。

名古屋港管理組合管理者 様
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様 式 第 五 十 五 号 中 「一般会計 」 を 「会計 」 に 改 め る 。 「

「 「上段 ：月計
様 式 第 五 十 六 号 中 「一般会計 」 を 「会計 」 に 、 を に 、

（単位 ：円 ） 」 下段 ：累計 （単位 ：円 ） 」

」

「
を に 改 め る 。

」

様 式 第 六 十 三 号 中 「収入種別 」 を 「 番号 」 に 改 め る 。

「会計名 「 「 「上段 ：月計

様 式 第 八 十 四 号 中 コ

ー

ド を コ

ー

ド に 、 を に 、 「支払額 」 を

款 」 会計 」 （単位 ：円 ） 」 下段 ：累計 （単位 ：円 ） 」

「払出額 」 に 改 め る 。

「 「

「 「

様 式 第 九 十 一 号 の 二 中 を に 、 を

」 」 」

に 改 め る 。

」

「

様 式 第 九 十 八 号 （ そ の 一 ） 及 び 様 式 第 九 十 八 号 （ そ の 二 ） 中 「一般会計 」 を 「会計 」 に 、 を

（単位 ：円 ） 」

「上段 ：月計

に 改 め る 。

下段 ：累計 （単位 ：円 ） 」

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 度 に 係 る

会 計 手 続 か ら 適 用 し 、 平 成 二 十 六 年 度 に 係 る 会 計 手 続 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 規 則 施 行 の 際 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 様 式 第 十 四 号

（ そ の 二 ） 、 様 式 第 三 十 三 号 （ そ の 一 ） か ら 様 式 第 三 十 四 号 （ そ の 二 ） ま で 及 び 様 式 第 九 十 一 号 の 二 の 用 紙 に つ い て は 、 改

正 後 の 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 改 正 後 の 規 則 の 様 式 の 要 件 を 満 た す よ う 必 要 な 修 正 を し て 使 用 す る こ と が で

き る 。

名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 財 務 に 関 す る 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号

名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 財 務 に 関 す る 特 例 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 財 務 に 関 す る 特 例 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

様 式 第 二 号 （ そ の 二 ） 、 様 式 第 二 十 号 （ そ の 一 ） 及 び 様 式 第 二 十 号 （ そ の 二 ） 中 「印 」 を 削 る 。

執行率
％

事業主管予算主管 事業主管予算主管
債権者コード

権者コード

執行率

％

債
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「

様 式 第 二 十 三 号 中 を
」

「

に 改 め る 。

」

様 式 第 二 十 四 号 （ そ の 二 ） 中 「印 」 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 財 務 に 関 す る 特 例 を 定 め る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 度 の

事 業 年 度 か ら 適 用 し 、 平 成 二 十 六 年 度 以 前 の 事 業 年 度 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

予 算 執 行 状 況（節）

残 高支出負担行為済額予算執行計画額

円円円

残 高

円
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名古屋港管理組合告示第１１号
平成２７年３月定例名古屋港管理組合議会で認定された平成２５年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次の

とおりである。
平成２７年４月１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

平成２５年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算
歳 入

第１款 分担金及び負担金 １０，７４６，１６２，０８３円
第１項 負担金 １０，７４６，１６２，０８３円

第２款 使用料及び手数料 ６，５２５，１２４，８５３円
第１項 使用料 ６，５２５，０９２，４５３円
第２項 手数料 ３２，４００円

第３款 国庫支出金 １，８０７，３８９，８５３円
第１項 国庫負担金 １，８０７，３８９，８５３円

第４款 財産収入 ６，０５６，５３５，３３１円
第１項 財産運用収入 ６，０１７，８７２，２９４円
第２項 財産売払収入 ３８，６６３，０３７円
第５款 寄附金 ０円
第１項 寄附金 ０円
第６款 繰入金 ６６９，０４７，９３０円
第１項 他会計繰入金 ６６９，０４７，９３０円

第７款 繰越金 １，４９０，４６４，９４７円
第１項 繰越金 １，４９０，４６４，９４７円

第８款 諸収入 ３，５７１，３５２，３６３円
第１項 延滞金、加算金及び過料 １，１５７，１０７円
第２項 預金利子 ２，２８５，８６４円
第３項 受託事業収入 ７８１，３５４，４６１円
第４項 貸付金元利収入 １，９９１，８９１，６８４円
第５項 特定施設整備収入 １８９，２４７，５３９円
第６項 雑入 ６０５，４１５，７０８円

第９款 組合債 ５，０７４，４００，０００円
第１項 組合債 ５，０７４，４００，０００円

歳 入 合 計 ３５，９４０，４７７，３６０円
歳 出

第１款 議会費 １４１，１８４，４５８円
第１項 議会費 １４１，１８４，４５８円

第２款 総務費 ２，２７３，５５０，５７３円
第１項 総務管理費 ２，２１３，４５０，７１７円
第２項 監査委員費 ６０，０９９，８５６円
第３款 企画調整費 ９９０，５４６，３３０円
第１項 企画調整管理費 ８８９，９７２，３２０円
第２項 調査費 １００，５７４，０１０円

第４款 港営費 ３，０６４，５３７，８９６円
第１項 港営管理費 １，３２１，２５２，３０２円
第２項 運営費 １，７４３，２８５，５９４円

第５款 建設費 １２，９３４，８３９，２６４円
第１項 建設管理費 １，４５２，８３８，９４１円
第２項 整備費 １１，４８２，０００，３２３円

第６款 公債費 １５，２５２，７７０，６３３円
第１項 公債費 １５，２５２，７７０，６３３円

第７款 予備費 ０円
第１項 予備費 ０円

歳 出 合 計 ３４，６５７，４２９，１５４円

名古屋港管理組合告示第１２号
平成２７年３月定例名古屋港管理組合議会で認定された平成２５年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算の要領は、

次のとおりである。
平成２７年４月１日

告 示
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名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

平成２５年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算
歳 入

第１款 水族館振興基金収入 ７３１，７９６，８７６円
第１項 財産収入 ６６０，６７７円
第２項 寄附金 ３，００５，０００円
第３項 繰越金 ０円
第４項 積戻金 ５９５，３４７，６９５円
第５項 繰入金 １３２，７８３，５０４円

第２款 海事文化振興基金収入 １６７，８１９，４４９円
第１項 財産収入 ９９，９２６円
第２項 寄附金 ５，０３０，０００円
第３項 繰越金 ０円
第４項 繰入金 １６２，６８９，５２３円

第３款 環境振興基金収入 ９８，７８８，８１０円
第１項 財産収入 ７２，７０６円
第２項 寄附金 ２２５，６００円
第３項 繰越金 ０円
第４項 積戻金 ７３，７００，２３５円
第５項 繰入金 ２４，７９０，２６９円

歳 入 合 計 ９９８，４０５，１３５円
歳 出

第１款 水族館振興基金 ７３１，７９６，８７６円
第１項 積立金 １３６，４４９，１８１円
第２項 繰出金 ５９５，３４７，６９５円

第２款 海事文化振興基金 １６６，１１９，４４９円
第１項 積立金 １６６，１１９，４４９円

第３款 環境振興基金 ９８，７８８，８１０円
第１項 積立金 ２５，０８８，５７５円
第２項 繰出金 ７３，７００，２３５円

歳 出 合 計 ９９６，７０５，１３５円

名古屋港管理組合告示第１３号
平成２７年３月定例名古屋港管理組合議会の議決を経た平成２７年度名古屋港管理組合暫定予算の要領は、次のとおりである。
平成２７年４月１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

平成２７年度名古屋港管理組合一般会計暫定予算
平成２７年度名古屋港管理組合一般会計の暫定予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，９９０，０００千円と定める。
２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出暫定予算」による。
（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、「第２表 債務負担行為」による。
（組合債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる組合債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償
還の方法は、「第３表 組合債」による。
（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の
とおりと定める。
各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



16 名古屋港管理組合公報 第５５５号 平成２７年４月１日

第１表 歳入歳出暫定予算
歳 入

金 額項款
千円

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 １６３，５５３

１６３，５５３１ 負 担 金

１，０５２，１２４２ 使 用 料 及 び 手 数 料

１，０５２，１１４１ 使 用 料

１０２ 手 数 料

４９２，０５５３ 国 庫 支 出 金

４９２，０５５１ 国 庫 負 担 金

１，２６１，２５２４ 財 産 収 入

１，２６１，２３２１ 財 産 運 用 収 入

２０２ 財 産 売 払 収 入

１０５ 寄 附 金

１０１ 寄 附 金

５２，３７２６ 繰 入 金

５２，３７２１ 他 会 計 繰 入 金

４００，０００７ 繰 越 金

４００，０００１ 繰 越 金

９８，６３４８ 諸 収 入

１６０１ 延滞金、加算金及び過料

４３７２ 預 金 利 子

８１，９００３ 受 託 事 業 収 入

１０４ 貸 付 金 元 利 収 入

１０５ 特 定 施 設 整 備 収 入

１６，１１７６ 雑 入

４７０，０００９ 組 合 債

４７０，０００１ 組 合 債

３，９９０，０００歳 入 合 計
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歳 出

第２表 債務負担行為

金 額項款
千円

１ 議 会 費 ４２，５４３

４２，５４３１ 議 会 費

７６８，５０３２ 総 務 費

７４９，０４３１ 総 務 管 理 費

１９，４６０２ 監 査 委 員 費

２９３，３４０３ 企 画 調 整 費

２６１，２３７１ 企 画 調 整 管 理 費

３２，１０３２ 調 査 費

９４１，６４６４ 港 営 費

６０３，７５８１ 港 営 管 理 費

３３７，８８８２ 運 営 費

１，９１１，４６８５ 建 設 費

４３１，０８１１ 建 設 管 理 費

１，４８０，３８７２ 整 備 費

２，５００６ 公 債 費

２，５００１ 公 債 費

３０，０００７ 予 備 費

３０，０００１ 予 備 費

３，９９０，０００歳 出 合 計

限 度 額期 間事 項
千円

平 成 ２７ 年 度港 湾 計 画 改 訂 調 査 費 ５１，４００

８，４００平成２７年度～平成２８年度金 城 ふ 頭 埋 立 調 査 費

１７，４４２平 成 ２７ 年 度鴨 浦 地 区 用 地 取 得 費

２２２，０００平 成 ２７ 年 度港湾改修（老朽化施設活用）交付金事業費

３０，０００平 成 ２７ 年 度金 城 ふ 頭 埋 立 整 備 費

９，６００平 成 ２７ 年 度ガーデンふ頭文化厚生施設補修費

２，５００平 成 ２７ 年 度鴨 浦 地 区 護 岸 整 備 費
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第３表 組合債

平成２７年度名古屋港管理組合基金特別会計暫定予算
平成２７年度名古屋港管理組合基金特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３，０００千円と定める。
２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出暫定予算」による。

第１表 歳入歳出暫定予算
歳 入

償 還 の 方 法利 率起債の方法限 度 額起 債 の 目 的

政府資金については融資条件により、銀行
その他の場合には起債年度から据置期間を
含めて３０年度間以内に元利均等、元金均等
若しくは元金不均等の方法で毎年度１期若
しくは２期に分けて償還し、又は満期日に
元金を一括して償還する。ただし、組合財
政その他の都合により据置期間及び償還期
間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は借
り換えることができる。

８．５％以内
普 通 貸 借
又 は
債 券 発 行

千円

公 共 事 業 ４７０，０００

４７０，０００計

金 額項款
千円

１ 水 族 館 振 興 基 金 収 入 ５１，７００

３０８１ 財 産 収 入

１０２ 寄 附 金

１０３ 繰 越 金

５１，３７２４ 積 戻 金

１，２００２ 海 事 文 化 振 興 基 金 収 入

１８０１ 財 産 収 入

１０２ 寄 附 金

１０３ 繰 越 金

１，０００４ 積 戻 金

１００３ 環 境 振 興 基 金 収 入

６０１ 財 産 収 入

２０２ 寄 附 金

２０３ 繰 越 金

５３，０００歳 入 合 計
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歳 出

平成２７年度名古屋港管理組合施設運営事業会計暫定予算
（総 則）

第１条 平成２７年度名古屋港管理組合施設運営事業会計の暫定予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第１款 施 設 運 営 事 業 収 益 ４５３，０００千円
第１項 営 業 収 益 ４４３，６７３千円
第２項 営 業 外 収 益 １，３８５千円
第３項 特 別 利 益 ７，９４２千円

支 出
第１款 施 設 運 営 事 業 費 用 ３９８，０００千円
第１項 営 業 費 用 ２５０，５６２千円
第２項 営 業 外 費 用 ６，８８５千円
第３項 特 別 損 失 １３０，５５３千円
第４項 予 備 費 １０，０００千円

（資本的収入及び支出）
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第１款 資 本 的 収 入 １，０２０千円
第１項 固 定 資 産 売 却 代 金 １，０００千円

金 額項款
千円

１ 水 族 館 振 興 基 金 ５１，７００

３２８１ 積 立 金

５１，３７２２ 繰 出 金

１，２００２ 海 事 文 化 振 興 基 金

２００１ 積 立 金

１，０００２ 繰 出 金

１００３ 環 境 振 興 基 金

１００１ 積 立 金

５３，０００歳 出 合 計

備 考事 項施 設区 分
平方メートル

一般使用許可面積
上 屋 ４１棟

事 業 量 ９１，０９３

平方メートル

専用使用許可面積 ３９，１８６

平方メートル

一般使用許可面積
貯 木 場 ８か所

５０３，４５０

平方メートル

専用使用許可面積 ９９５，４３０

基

貸 付 数荷 役 機 械 ８基 ８

千円

施設維持補修工事施設の維持補修及び
施設の増補・改良工事 ５，４８８
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第２項 寄 附 金 １０千円
第３項 そ の 他 資 本 的 収 入 １０千円

支 出
第１款 資 本 的 支 出 １，０００千円
第１項 固 定 資 産 購 入 費 １，０００千円

（一時借入金）
第５条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ８１，７３２千円
（たな卸資産購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は、５，０００千円と定める。

平成２７年度名古屋港管理組合埋立事業会計暫定予算
（総 則）

第１条 平成２７年度名古屋港管理組合埋立事業会計の暫定予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。
埋立土量 ６４，５００立方メートル
用地整備 給水管１１７メートル

（収益的収入及び支出）
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第１款 埋 立 事 業 収 益 １５１，０００千円
第１項 営 業 外 収 益 １５０，９７０千円
第２項 特 別 利 益 ３０千円

支 出
第１款 埋 立 事 業 費 用 １３７，０００千円
第１項 営 業 費 用 ６０，４４９千円
第２項 営 業 外 費 用 ２１，３４９千円
第３項 特 別 損 失 ４５，２０２千円
第４項 予 備 費 １０，０００千円

（資本的収入及び支出）
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第１款 資 本 的 収 入 ６１７，０００千円
第１項 雑 収 入 ２１７，０００千円
第２項 投 資 有 価 証 券 償 還 金 収 入 ４００，０００千円

支 出
第１款 資 本 的 支 出 １３３，０００千円
第１項 南 部 地 区 埋 立 事 業 費 ４，９００千円
第２項 西 部 地 区 埋 立 事 業 費 ３０，５００千円
第３項 南 ５ 区 埋 立 事 業 費 １１，１００千円
第４項 総 係 費 ４４，６８９千円
第５項 雑 支 出 ４１，８１１千円

（一時借入金）
第５条 一時借入金の限度額は、２５０，０００千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
各項に計上した給料、手当及び法定福利費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 １００，６８０千円

名古屋港管理組合告示第１４号
平成２７年３月定例名古屋港管理組合議会の議決を経た平成２６年度名古屋港管理組合補正予算の要領は、次のとおりである。
平成２７年４月１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし
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平成２６年度名古屋港管理組合一般会計補正予算
平成２６年度名古屋港管理組合一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８１５，０００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
３１，４７８，０００千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出
予算補正」による。
（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は、「第２表 繰越明許費補正」による。
（組合債の補正）

第３条 組合債の補正は、「第３表 組合債補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正
（△印は、減額を示す。）

歳 入

歳 出

計補 正 額補 正 前 の 額項款
千円千円千円

９，８２７，５１６△３０６，３６８１０，１３３，８８４１ 分担金及び負担金

９，８２７，５１６△３０６，３６８１０，１３３，８８４１ 負 担 金

６，３４８，６１５３５，４５８６，３１３，１５７２ 使用料及び手数料

６，３４８，６０５３５，４５８６，３１３，１４７１ 使 用 料

１，２１１，６５６△２７９，０９０１，４９０，７４６３ 国 庫 支 出 金

１，２１１，６５６△２７９，０９０１，４９０，７４６１ 国 庫 負 担 金

３，５６８，５００△２６５，０００３，８３３，５００９ 組 合 債

３，５６８，５００△２６５，０００３，８３３，５００１ 組 合 債

３１，４７８，０００△８１５，０００３２，２９３，０００歳 入 合 計

計補 正 額補 正 前 の 額項款
千円千円千円

１０，９８１，２４６△７０１，２５６１１，６８２，５０２５ 建 設 費

１，５４８，８２３０１，５４８，８２３１ 建 設 管 理 費

９，４３２，４２３△７０１，２５６１０，１３３，６７９２ 整 備 費

１３，８８９，６０７△１１３，７４４１４，００３，３５１６ 公 債 費

１３，８８９，６０７△１１３，７４４１４，００３，３５１１ 公 債 費

３１，４７８，０００△８１５，０００３２，２９３，０００歳 出 合 計
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第２表 繰越明許費補正

第３表 組合債補正

名古屋港管理組合告示第１５号
新舞子ボートパーク条例（平成１８年名古屋港管理組合条例第８号）第９条第２項の規定に基づき、平成２７年４月１日以後

の利用から適用される新舞子ボートパークの利用料金及び保証金の額を次のように承認した。
なお、利用料金等の承認（平成２６年４月１５日告示第２０号）は、平成２７年３月３１日限り廃止した。
平成２７年４月１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

なお、係留施設利用者の駐車場の利用料金は、新舞子ボートパーク条例（平成１８年名古屋港管理組合条例第８号）第９
条第７項の規定に基づき免除します。

補 正 後 の 額補 正 前 の 額事 業 名項款
千円千円

１１０，９００８４，９００港湾改修（老朽化施設活用）交付金事業費

２ 整 備 費５ 建 設 費

２０，８００－中 川 運 河 護 岸 補 修 費

３，８００－船 見 ふ 頭 護 岸 補 修 費

３，１００－大 手 ふ 頭 護 岸 補 修 費

１，７００－稲 永 ふ 頭 物 揚 場 補 修 費

５，１００－中 川 口 通 船 門 補 修 費

３５，４００－名 古 屋 港 跳 上 橋 補 修 費

６，１００－港 内 河 床 補 修 費

１６，３００－鴨 浦 地 区 護 岸 整 備 費

６０，６００－津波・高潮危機管理対策交付金事業費

３８８，０００－国直轄事業港湾管理者負担金

償 還 の 方 法利 率起債の方法
限 度 額

起債の目的
計補 正 額補正前の額

政府資金については融資条件により、
銀行その他の場合には起債年度から据
置期間を含めて３０年度間以内に元利均
等、元金均等若しくは元金不均等の方
法で毎年度１期若しくは２期に分けて
償還し、又は満期日に元金を一括して
償還する。ただし、組合財政その他の
都合により据置期間及び償還期間を短
縮し、若しくは繰上償還し、又は借り
換えることができる。

８．５％以内
普 通 貸 借
又 は
債 券 発 行

千円千円千円

３，５２９，０００△２６５，０００３，７９４，０００公 共 事 業

３，５６８，５００△２６５，０００３，８３３，５００計

保証金利用料金利用単位施設の区分

１２万２千４百円（１区画当たり）１万２百円１月１区画甲区画
係留施設

９万２千４百円（１区画当たり）７千７百円１月１区画乙区画

５百円１日１台１回駐車場
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訓 令
訓 令 第 一 号

組 合 内 一 般

課 の 組 織 の 分 掌 事 務 規 程 （ 平 成 八 年 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 一 条 第 一 号 中 ヲ を ワ と し 、 リ か ら ル ま で を ヌ か ら ヲ ま で と し 、 チ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

リ 名 古 屋 港 管 理 組 合 本 庁 舎 等 整 備 事 業 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と （ 港 営 部 港 営 課 及 び 建 設 部 総 合 開 発 室 の 主 管 に 属 す る

こ と を 除 く 。 ） 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 二 号

組 合 内 一 般

事 務 所 規 程 （ 平 成 八 年 訓 令 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 二 条 第 五 号 を 削 り 、 同 条 第 六 号 中 「 こ と （ 」 の 下 に 「 港 営 課 及 び 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 条 第 七 号 中 「 こ

と （ 」 の 下 に 「 港 営 課 及 び 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 八 号 を 削 り 、 同 条 第 九 号 を 同 条 第 七 号 と す る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 三 号

組 合 内 一 般

事 務 所 の 組 織 の 分 掌 事 務 規 程 （ 平 成 八 年 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 一 条 第 一 号 中 イ か ら ニ ま で を 削 り 、 同 号 ホ 中 「 、 管 財 課 及 び 海 務 課 」 を 「 （ 以 下 「 港 営 課 」 と い う 。 ） 、 港 営 部 管 財 課 （ 以

下 「 管 財 課 」 と い う 。 ） 及 び 港 営 部 海 務 課 （ 以 下 「 海 務 課 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 号 ホ を 同 号 イ と し 、 同 号 ヘ か ら チ ま で を 同

号 ロ か ら ニ ま で と し 、 同 条 第 二 号 イ 中 「 （ コ ン テ ナ 荷 役 に 係 る 港 湾 施 設 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 こ と （ 」 の 下 に 「 港 営 課 、 」 を 加

え 、 同 号 ロ 中 「 （ コ ン テ ナ 荷 役 に 係 る 蔵 置 貨 物 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 こ と 」 の 下 に 「 （ 港 営 課 の 主 管 に 属 す る こ と を 除 く 。 ） 」 を

加 え 、 同 号 ハ 中 「 （ コ ン テ ナ 荷 役 に 係 る 係 船 岸 壁 に お け る 荷 役 作 業 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 こ と 」 の 下 に 「 （ 港 営 課 の 主 管 に 属 す

る こ と を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ニ 中 「 （ コ ン テ ナ 荷 役 に 係 る 岸 壁 離 着 船 舶 の 立 会 い を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 こ と 」 の 下 に 「 （ 港 営

課 の 主 管 に 属 す る こ と を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 施 設 維 持 係

イ 受 変 電 施 設 そ の 他 の 電 気 施 設 の 管 理 及 び 維 持 修 繕 等 に 関 す る こ と （ 港 営 課 及 び 建 設 部 施 設 事 務 所 （ 以 下 こ の 条 及 び

次 条 に お い て 「 施 設 事 務 所 」 と い う 。 ） の 主 管 に 属 す る こ と を 除 く 。 ） 。

ロ 電 気 設 備 の 技 術 的 保 守 点 検 に 関 す る こ と （ 港 営 課 及 び 施 設 事 務 所 の 主 管 に 属 す る こ と を 除 く 。 ） 。

ハ 所 属 建 物 の 管 理 に 関 す る こ と 。

第 三 条 第 二 項 第 三 号 中 「 維 持 修 繕 」 の 下 に 「 及 び 補 修 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 四 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 行 政 文 書 管 理 規 程 （ 平 成 二 十 一 年 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 四 十 七 条 第 二 項 中 「 毎 年 」 を 「 二 年 に 」 に 改 め る 。

第 五 十 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 歴 史 的 価 値 の あ る 完 結 文 書 の 選 別 及 び 移 管 ）

第 五 十 一 条 文 書 主 管 課 長 は 、 歴 史 的 資 料 等 の 取 扱 要 綱 （ 平 成 十 七 年 訓 第 一 号 ） 別 表 に 定 め る 歴 史 的 価 値 の あ る 行 政 文 書 等

の 選 別 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 選 別 基 準 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 第 四 十 九 条 第 一 項 及 び 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 廃 棄 を

決 定 し た 完 結 文 書 の う ち か ら 歴 史 的 価 値 が あ る と 認 め ら れ る も の を 選 別 し な け れ ば な ら な い 。

２ 総 務 課 長 は 、 選 別 基 準 に 基 づ き 、 第 四 十 九 条 第 一 項 及 び 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 廃 棄 を 決 定 し た 完 結 文 書 の う ち か ら 歴

史 的 価 値 が あ る と 認 め ら れ る も の （ 前 項 の 規 定 に よ り 文 書 主 管 課 長 が 選 別 し た 完 結 文 書 を 除 く 。 ） を 選 別 す る こ と が で き る 。

３ 文 書 主 管 課 長 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 選 別 さ れ た 完 結 文 書 を 総 務 課 に 移 管 す る も の と す る 。
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第 五 十 二 条 中 「 第 二 項 」 を 「 第 三 項 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 行 政 文 書 管 理 規 程 第 五 十 一 条 及 び 第 五 十 二 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一

日 以 後 に 保 存 年 限 が 満 了 し た 完 結 文 書 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 保 存 年 限 が 満 了 し た 完 結 文 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。

訓 令 第 五 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 四 十 年 訓 令 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 四 条 第 九 項 中 「 、 別 表 第 二 一 の 二 企 画 調 整 室 の 表 」 を 「 別 表 第 二 一 の 二 企 画 調 整 室 の 表 」 に 、 「 、 同 表 二 の 二 総 務 部 の

表 」 を 「 同 表 二 の 二 総 務 部 の 表 」 に 、 「 、 同 表 三 の 二 港 営 部 の 表 」 を 「 同 表 三 の 二 港 営 部 の 表 」 に 改 め 、 「 、 港 営 部 担 当 課 長

（ コ ン テ ナ 担 当 ） は 、 別 表 第 四 一 の 二 港 営 部 の 表 に 掲 げ る 事 項 を 」 を 削 り 、 「 、 別 表 第 二 四 の 二 建 設 部 の 表 」 を 「 別 表 第 二 四

の 二 建 設 部 の 表 」 に 、 「 、 別 表 第 四 二 の 二 建 設 部 の 表 」 を 「 別 表 第 四 二 の 二 建 設 部 の 表 に 掲 げ る 事 項 を 、 建 設 部 担 当 課 長 （ 運

河 河 川 管 理 担 当 ） は 別 表 第 四 二 の 三 建 設 部 の 表 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 （ 共 通 事 務 ） の 表 課 長 専 決 事 項 の 欄 第 五 号 中 「 副 所 長 」 を 「 規 則 別 表 第 一 に 掲 げ る 副 所 長 並 び に 規 則 別 表 第 二 に

掲 げ る 企 画 調 整 室 企 画 担 当 統 計 セ ン タ ー 所 長 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 二 （ 共 通 事 務 ） の 表 担 当 課 長 専 決 事 項 の 欄 第 四 号 中 「 、 規 則 別 表 第 二 に 掲 げ る 企 画 調 整 室 企 画 担 当 統 計 セ ン タ ー

所 長 並 び に 規 則 別 表 第 四 に 掲 げ る 主 幹 」 を 「 並 び に 規 則 別 表 第 四 に 掲 げ る 主 幹 並 び に 規 則 別 表 第 二 に 掲 げ る 企 画 調 整 室 企 画

担 当 統 計 セ ン タ ー 所 長 及 び 建 設 部 施 設 事 務 所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー 所 長 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 （ 共 通 事 務 ） の 表 事 務 所 長 専 決 事 項 の 欄 第 二 号 中 「 、 主 幹 及 び 建 設 部 施 設 事 務 所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー 所 長 」 を

「 及 び 主 幹 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 （ 個 別 事 務 ） の 表 一 の 二 港 営 部 の 表 を 削 る 。

別 表 第 四 （ 個 別 事 務 ） の 表 二 建 設 部 の 表 施 設 事 務 所 の 項 中 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を 削 る 。

別 表 第 四 （ 個 別 事 務 ） の 表 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

二 の 三 建 設 部

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 六 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 公 印 取 扱 規 程 （ 昭 和 三 十 六 年 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 十 四 条 第 二 項 中 「 前 条 」 を 「 第 十 三 条 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え 、 同 条 を 第 十 五 条 と す る 。

３ 第 一 項 の 規 定 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 出 力 し た 電 子 印 影 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 中 「 調 製

し 、 改 刻 し 」 と あ る の は 「 出 力 し 」 と 、 「 印 影 」 と あ る の は 「 電 子 印 影 の 寸 法 、 電 子 印 影 を 出 力 し て 作 成 す る 行 政 文 書 の 名

称 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 十 三 条 第 二 項 中 「 次 項 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 十 四 条 総 務 部 行 政 管 理 課 が 所 管 す る 情 報 シ ス テ ム を 利 用 し て 別 に 定 め る 行 政 文 書 を 作 成 し よ う と す る 者 は 、 第 七 条 第 一

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 公 印 の 押 印 に 代 え て 、 電 子 計 算 機 に 記 録 し た 公 印 の 印 影 又 は こ れ を 伸 縮 し た 印 影 （ 以 下 「 電 子 印

影 」 と い う 。 ） を 出 力 し た も の を 使 用 す る こ と が で き る 。

２ 公 印 の 押 印 に 代 え て 、 電 子 印 影 を 出 力 し よ う と す る 者 は 、 当 該 公 印 の 管 守 者 を 経 て 、 当 該 公 印 を 所 管 す る 部 長 の 承 認 を

受 け な け れ ば な ら な い 。

３ 部 長 は 、 前 項 の 承 認 を し た と き は 、 総 務 部 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

４ 電 子 印 影 の 出 力 に あ た つ て は 、 当 該 電 子 印 影 を 出 力 し て 使 用 す る 課 （ 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 （ 平 成 八 年 名

古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 組 織 、 同 規 則 第 七 条 に 規 定 す る 総 務 部 危 機 管 理 室 及 び 同 規 則 第 十

建 設 部 担 当 課 長 （ 運 河 河 川 管 理 担 当 ） 専 決 事 項

一 建 築 工 事 （ 中 川 運 河 ポ ン プ 施 設 、 中 川 運 河 通 船 門 並 び に 堀 川 口 防 潮 水 門 及 び 同 附 属 ポ ン プ 施 設 並 び に 防 潮 扉 の 維 持

修 繕 及 び 補 修 工 事 に 限 る 。 ） に 係 る 下 請 負 の 承 諾 に 関 す る こ と 。

二 電 気 設 備 （ 施 設 事 務 所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー の 主 管 に 属 す る こ と に 限 る 。 ） の 保 守 、 点 検 及 び 修 理 に 関 す る こ と 。

三 中 川 運 河 の 水 位 調 節 に 関 す る こ と 。

四 中 川 運 河 ポ ン プ 施 設 の 運 転 操 作 に 関 す る こ と 。

五 堀 川 口 防 潮 水 門 の 操 作 に 関 す る こ と 。

六 中 川 運 河 通 船 門 の 操 作 及 び 使 用 に 関 す る こ と 。
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八 条 に 規 定 す る 建 設 部 総 合 開 発 室 を 含 む 。 ） 又 は 事 務 所 の 長 は 、 当 該 電 子 印 影 が 不 正 に 使 用 さ れ る こ と が な い よ う 措 置 し な

け れ ば な ら な い 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 名 古 屋 港 管 理 組 合 行 政 文 書 管 理 規 程 の 一 部 改 正 ）

２ 名 古 屋 港 管 理 組 合 行 政 文 書 管 理 規 程 （ 平 成 二 十 一 年 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 二 号 中 「 用 い る 場 合 」 の 下 に 「 、 同 規 程 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 印 影 を 出 力 し て 作 成 さ れ た 行 政 文 書 を

用 い る 場 合 」 を 加 え る 。

訓 令 第 七 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 職 員 服 務 基 本 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 訓 令 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

様 式 第 三 号 か ら 様 式 第 五 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
様式第３号（第４条関係）

備考
１ 用紙の大きさは、縦５４ミリメートル、横８５．６ミリメートルとする。
２ 写真欄は、縦２５ミリメートル、横２５ミリメートルとする。

名 古 屋 港 管 理 組 合 身分証明書

職員番号

氏 名

生年月日

名古屋港管理組合職員であることを証明する。

年 月 日交付

名古屋港管理組合管理者 印

年 月 日まで有効

写

真

欄
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様式第４号（第４条関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

交 付
身 分 証 明 書 書換交付 願

再 交 付

年 月 日

名古屋港管理組合管理者 様

所 属

職 名

氏 名 印

生年月日

職員番号

交 付
身分証明書を 書換交付 してください。

再 交 付

理 由

人事係長課長補佐職員課長
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様式第５号（第４条、第５条関係）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

身 分 証 明 書
返 納 書

職 員 章

年 月 日

名古屋港管理組合管理者 様

所 属

職 名

氏 名 印

職員番号

身分証明書
以下により を返納します。

職 員 章

有 ・ 無
現品の
有無

身 分 証 明 書

有 ・ 無 （№ ）
現品の
有無

職 員 章

返 納 理 由

人事係長課長補佐職員課長
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 訓 令 施 行 の 際 現 に こ の 訓 令 に よ る 改 正 前 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 職 員 服 務 基 本 規 程 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 程 」 と い う 。 ） の

規 定 に 基 づ き 提 出 さ れ て い る 様 式 第 四 号 及 び 様 式 第 五 号 の 書 類 に つ い て は 、 こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 職

員 服 務 基 本 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た も の と み な す 。

３ こ の 訓 令 施 行 の 際 改 正 前 の 規 程 の 規 定 に 基 づ き 作 成 さ れ て い る 様 式 第 四 号 及 び 様 式 第 五 号 の 用 紙 に つ い て は 、 改 正 後 の

規 程 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 改 正 後 の 規 程 の 様 式 の 要 件 を 満 た す よ う 必 要 な 修 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

４ こ の 訓 令 施 行 の 際 改 正 前 の 規 程 の 規 定 に 基 づ き 交 付 さ れ て い る 身 分 証 明 書 に つ い て は 、 改 正 後 の 規 程 の 規 定 に 基 づ く 身

分 証 明 書 が 交 付 さ れ る ま で の 間 、 改 正 後 の 規 程 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た も の と み な す 。

訓 令 第 八 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 監 察 規 程 （ 昭 和 四 十 年 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 三 条 中 「 、 総 務 部 行 政 管 理 課 行 政 管 理 係 長 及 び 総 務 部 行 政 管 理 課 担 当 係 長 （ 行 政 シ ス テ ム 改 革 担 当 ） 」 を 「 及 び 総 務 部 行

政 管 理 課 行 政 管 理 係 長 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 九 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 職 員 衛 生 管 理 規 程 （ 昭 和 五 十 年 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 三 条 の 表 五 の 項 中 「 港 営 部 担 当 課 長 （ コ ン テ ナ 担 当 ） 」 を 「 建 設 部 担 当 課 長 （ 運 河 河 川 管 理 担 当 ） 」 に 改 め 、 「 並 び に 建 設

部 施 設 事 務 所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー 所 長 」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 十 号

組 合 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 安 全 管 理 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

第 五 条 第 一 項 中 「 港 営 部 担 当 課 長 （ コ ン テ ナ 担 当 ） 」 を 「 建 設 部 担 当 課 長 （ 運 河 河 川 管 理 担 当 ） 」 に 改 め 、 「 並 び に 建 設 部 施

設 事 務 所 運 河 河 川 管 理 セ ン タ ー 所 長 」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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名古屋港管理組合公告
名古屋港管理組合公印取扱規程（昭和３６年訓令第２号。以下「規程」という。）第１５条第３項の規定に基づき、名古屋港管

理組合の公印の種類、用途、電子印影の寸法、電子印影を出力して作成する行政文書の名称及び使用開始年月日を次のとお
り公告する。

平成２７年４月１日
名古屋港管理組合管理者

名古屋市長 河村 たかし

名古屋港管理組合公告
平成２６年１０月１５日付名古屋港管理組合公報において募集した、ガーデンふ頭東地区再開発事業公募については、事業予定

者の決定には至りませんでした。
平成２７年４月１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

公 告

使用開始年月日
電子印影を出力して作成
す る 行 政 文 書 の 名 称

電子印影の寸法
（ｍｍ）

用 途種 類

平成２７年４月１日
納入通知書・領収書
納付書

方１２

一般文書用
及び出納用

管 理 者 印

平成２７年４月１日
納付通知書・領収証書
（納付証明書）

方１２

平成２７年４月１日
歳入歳出外現金納付書・領
収証書（納付証明書）

方１２

平成２７年４月１日返納通知書・領収書方１２

氏 名旧新

石 原 君 雄
（以上４月１日）

名古屋港管理組合副管理者

辞 令

発行所 名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合




